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千葉市教育委員会規則第９号 

千葉市科学館管理規則の一部を改正する規則 

千葉市科学館管理規則（平成１８年千葉市教育委員会規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

様式第１号中 

「（あて先）指定管理者 

               申請者 所在地 

                   名称 

                   代表者氏名    ㊞ 」を 

「（あて先）指定管理者 

               申請者 所在地 

                   名称 

                   代表者氏名      」に 

改める。 

 

様式第７号中 

「（あて先）千葉市教育委員会 

               申請団体名 

               所在地 

               代表者職氏名       ㊞ 」を 

「（あて先）千葉市教育委員会 

               申請団体名 

               所在地 

               代表者職氏名         」に 

改める。 

 

 



附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 


